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岡
県
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月
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別
表
第
一
給
与
公
平
課
の
部
第
二
十
七
項
第
九
号
中
「
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
作
業
と
認
め

る
こ
と
及
び
そ
の
作
業
に
相
当
す
る
作
業
と
」
を
「
大
規
模
な
災
害
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
災

害
を
定
め
る
こ
と
及
び
二
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
作
業
を
」
に
改
め
る
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こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局

事
務
決
裁
規
程
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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